
一
般
国
道

道
路
の
種
類

第

二

千

七

百

二

十

三

号

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

二
百
五
十

六
号

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
字
中
道

下
七
二
番
一
七
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
寺
畑

一
〇
三
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

九
七
ペ
ー
ジ

○
廃
川
敷
地
等
の
発
生

(

河

川

課)

九
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

九
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

九
八

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

九
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
西
濃
農
林
事
務
所)

九
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
十
二
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日



県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

美

山
線

路
線
名

山
県
市
大
字
梅
原
字
七
日
市

三
二
〇
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
大
字
小
倉
字
四
日
市

沖
七
五
一
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

県
道
関

本
巣
線

と
一
部

重
用

備

考

公

示

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
十
三
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令(

昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
類
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

河
川
の
名
称

木
曽
川
水
系
境
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

各
務
原
市
那
加
山
後
町
二
丁
目
一
一
八
番
二

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

五
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
リ
フ
ォ
ン

三

代

表

者

の

氏

名

久
保
田

祐
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
茜
部
菱
野
三
丁
目
一
七
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
次
世
代
を
担
う
地
域
の
子
ど
も
達
に
対
し
て
、

サ
ッ
カ
ー
の
普
及
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
健
全
な
心
身
の
育

成
を
図
る
と
共
に
、
サ
ッ
カ
ー
を
通
じ
て
国
際
交
流
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
飛
騨
市
障
が
い
の
あ
る
人
を
支
え
る
会

三

代

表

者

の

氏

名

奈
木

桂
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
飛�
市
神
岡
町
山
田
二
三
五
八
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
が
社
会
の
一
員
と
し
て
地
域
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牧

田

川

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
八
・

二
・
一
六

認

可

年

月

日

で
生
活
し
、
地
域
に
貢
献
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
障
が
い
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
お
互
い
に
支
え
合
い

認
め
合
い
な
が
ら
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
障
が
い
の
あ
る
人

の
社
会
参
加
の
場
の
創
出
と
、
市
民
が
主
体
と
な
っ
て
、
行
政
、

教
育
・
保
健
・
福
祉
・
医
療
・
労
働
等
の
関
係
機
関
と
連
携
と
協

働
の
も
と
に
、
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
途
切
れ
の
な
い
地
域
生
活
の

支
援
体
制
を
推
進
し
て
い
く
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
向
上
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

岐
阜
県
共
有
空
間
デ
ー
タ
修
正
実
証)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
七
日
か
ら

同

年
三
月
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
及
び
郡
上
市

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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